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市町村アカデミーにおける中期的研修方針 

平成２０年１０月１日 

 

１ 研修方針の明確化 

この中期的な研修方針においては、「進・学・和」の建学の精神(※)と毎年度の研修計画をつなぐものとし

て、３年ないし５年を見通し、基本的な視点、当面重点を置くべき分野等を明確にするとともに、研修内容の

見直し、新たな研修手法の導入、研修対象者の範囲その他必要な事項を明らかにするものとする。 

 

※    建学の精神：社会経済の進歩・変化に対応して、新しい行政ニーズに即応する意欲ある職員を養成

し（進）、行政実務上の問題を発見してこれを解決する専門的な能力の向上を図り（学）、全員宿泊研究

により研修生相互の親睦・交流を深めながら、異なる行政体験の交換による相互啓発により研修効果

を高める（和）ことを基本方針とするものである。 

 

２ 研修の実施と研修体系 

  （1）全国的な研修を実施している総務省自治大学校、全国市町村国際文化研修所との適切な役割分担・連

携のもと、実践的かつ高度な専門研修を、短期集中型のカリキュラムにより実施する。 

(２）研修は専門実務研修課程と政策課題研修課程（情報政策研修を統合）の 2 課程並びに特別セミナーに

より体系的に実施する。幹部研修、行政委員会委員研修等は、当面特別セミナーの一部に位置付ける。 

（3）研修計画の内容を市町村がより明確に理解でき、参加が促進されるよう、周知、広報の方法等について

より一層工夫を凝らす。 

 

３ 研修内容の充実、新たな研修手法の導入等 

市町村職員の資質、能力の一層の向上に向けた研修内容のさらなる高度化、充実を目指し、次のとおり

研修内容の充実、新たな研修手法の積極的導入等を図ることとする。 

（１）地方分権の進展に応じた政策形成能力の向上 

・ 市町村の職員が、分権改革の理念、論議の方向、課題などについて的確な知識と定見を持つことがで

きるよう、市町村アカデミーの各研修科目において、可能な限り、こうした内容を盛り込む。 

・ また、第１次分権改革による機関委任事務制度の廃止に伴う条例制定権の拡大などにより自治立法

権が拡大されてきている等、市町村の政策選択の幅が広がっている。厳しい状況の下で、住民に真に必

要な政策を選択し、効果的・効率的に推進する能力を高めることが求められている。政策形成能力や政策

法務能力の一層の向上を図ることが重要な課題となっている。これらに対応した研修を、そのニーズに応

じて提供する。 

（２）新しい行財政制度への対応 

近年、国地方を通じた改革の推進により、自治体をめぐる法律や制度が大きく変化している。例えば社

会保障制度全般にわたるさまざまな改革、地方公共団体財政健全化法の制定、公会計改革、入札契約

制度改革、指定管理者制度の導入など自治体の行財政運営に大きな影響をもたらす仕組みが導入され

つつある。これらに対し、引き続き、新たな法律や制度についてその趣旨や期待される運用のあり方等の

基本的な知識はもとより、実務を担う市町村の立場から留意すべき問題点、さらには残された課題等に

至るまで、新たな制度について多面的に理解し、地域の実情に応じた適切かつ主体的な運用が可能とな

るための研修を提供する。 

（３）地域における政策課題への対応 

経済のグローバル化、現実のものとなりつつある少子・高齢化、住民の価値観の多様化等これまでに

ない大きな変化の中にあって、地域の個性に合わせた多様な施策展開や市町村合併後の地域経営の
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あり方等、地域の政策課題に取り組む能力が、より強く求められている。このため、今後とも、地域の特

性に合わせた政策課題への対応能力の向上のための研修を提供する。 

 

（４）地方自治体への信頼の向上等 

・ 真の地方自治を実現するためには、地方自治体への住民の信頼が不可欠である。このため、公務員

倫理の向上など、市町村職員への信頼の向上に資する研修内容を盛り込むとともに、応答・説明責任（ア

カウンタビリティ)や法令遵守（コンプライアンス）の向上、行政の透明性の確保等に向けた研修を提供す

る。 

・ また、時代の変化に対応した新たなガバナンスの確立が重要であることから、このための研修を提供

する。 

・ 最近の厳しい状況の中にあっても萎縮することなく、市町村の職員が高い使命感と職務に対するモチ

ベーションを保持して、積極的に職務に取り組めるよう、さまざまな状況への対応能力の向上を図るため

の研修を提供する。 

（５）職員の実践的スキル向上研修の充実 

住民の価値観や行政ニーズは多様化・複雑化しており、行政が住民等と協働して地域の諸課題に対

応することが重要になっている。また、行政組織の運営や人事管理の面においても、これまでになかった

視点の導入が求められている。そのため、市町村職員に求められる実践的なスキル（例：プレゼンテーシ

ョン、ファシリテーション、コーチング等）の向上に資するような研修について、民間や海外における動向

等も踏まえつつ、充実を図る。 

（６）多様な研修技法の導入・活用 

研修内容をより実践的なものとし、また、その成果の一層の定着を図るため、講義や課題演習の実施

に加え、必要に応じ、多様な研修手法（例：具体の事例・判例研究、ロールプレイイング、eラーニングの

一層の活用等）を導入するとともに、それらの研修手法の効果的な組み合わせを図る。 

（７）市町村アカデミーに期待される科目への特化 

市町村アカデミーで現在、実施している研修科目のうち、市町村あるいは広域共同研修機関で、対応

が可能と考えられる一般的、基礎的科目については、その研修へのニーズ等を勘案しつつ、段階的に縮

小、廃止する。 

 

４ 研修対象者の範囲 

市町村行政の第一線を担う職員に対する研修の提供を中核とするが、新たに次のような研修について逐

次実施する。併せて、未派遣市町村からの参加促進についても配慮する。 

（１）市町村議会の議員を対象とする研修の充実 

  現在、市町村議会議員特別セミナーを実施しており、さらに、平成２０年度には、「市町村議会議員政策

 集中講座」を新設した。 

    今後、地方分権の進展に伴い、住民の代表として自治立法を通じた政策形成機能や行政に対するチェ

ック機能の適切な行使がより強く求められる等、地方議会への期待が高まっていることから、地方議会の

議員を対象とする一層効果的な研修の提供を図る。 

（２）市町村の幹部職員や行政委員会の委員を対象とする研修の充実 

・ これまで主に中堅職員を対象とする研修を実施してきたが、市町村における自主的・自立的な地域経営

や総合行政をより一層推進するためには、幹部職員のリーダーシップの重要性が増していることから、幹

部職員を対象とする研修の充実を図る。 

・ また、行政委員会の委員（監査委員等）については、例えば、地方公共団体財政健全化法により監査委

員に新しい責務が付与されたように、今後、その重要性が増すと考えられることから、的確に職務を果たせ

るよう監査委員等に対する研修の実施を図る。 
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（３）公民連携を促進するための研修の充実 

現在、住民自治の確立が重要な課題となっており、住民と行政の協働を積極的に進めることが、福祉、

まちづくり等の多くの分野で望ましいと考えられることから、研修の内容により、また、ニーズに応じ、例え

ばＮＰＯや地域自治組織からの参加者を含む研修など、研修をより効果的なものとする取り組みを進め

る。 

 

５ 市町村や広域共同研修機関に対する支援等 

（１）市町村や広域共同研修機関に対する支援 

    開講以来の２０年間に蓄積した研修のノウハウを活かし、研修プログラム策定及び多様な研修手法の活

用についての助言や講師名簿の提供等、講師に関する情報提供の充実及び講師養成科目等の実施など、

市町村や広域共同研修機関に対する支援等をさらに積極的に行う。 

（２）研修と資格制度の連携、研修効果の把握等 

受講者のインセンティブ、モチベーションの向上を図る観点から、一定以上のスキルを修得した者に対す

る認定制度を拡充すること等に取り組む。 

また、研修の受講後に一定の資格の取得に資する研修科目を設けることなど、研修と資格制度の連携

の可能性について研究を進める。 

併せて、研修効果の把握、研修の評価の方法などについても研究を進める。 

 

―以上―   
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平成 21 年度研修計画 

 
１ 平成 21 年度研修の重点事項 

 
(1) 研修の目的 

 地方分権改革の進展、合併による地域社会の再編、人口減少時代の到来や厳しさを増す財政

状況等、今日の市町村を取り巻く環境は大きく変化し、基礎自治体として市町村の果たすべき

役割はますます増大している。住民に最も身近で総合的な行政主体としての市町村がこうした

変化に的確に対応し、住民福祉の向上、地域の活性化等様々な課題に適切に対処していくため

には、地方自治を支える有能な人材の育成が従来にも増して重要な課題となっている。市町村

アカデミーは、このような人材を育成し、もって市町村自治の発展に寄与することを目的とす

る。 

 
(2) 研修内容の充実 

① 市町村の職員が、地方分権改革の理念、論議の方向、課題などについて的確な知識と定見

を持つことができるよう、市町村アカデミーの各研修科目において、可能な限り、こうし

た内容を盛り込む。 

② 政策法務に原課職員が参加して具体的な条例策定まで学習する科目を設ける。 

    (例) 「まちづくりのための政策形成と条例等(政策法務)」 

③ また、近年、自治体財政健全化法が制定実施されるなど、自治体をめぐる法律や制度が大

きく変化しており、新しい行財政制度に対応できるよう研修を提供する。 

(例) 「財務会計～実践公会計改革～」など 

④ 自治体経営管理については、Ⅰ新たな経営手法、Ⅱ人事制度改革と人事評価、Ⅲ行政改革

と人件費改革に再編成する。 

⑤ 経済のグローバル化、少子・高齢化、住民の価値観の多様化等これまでにない大きな変化

の中にあって、地域の個性に合わせた多様な施策展開への対応が可能となるよう、研修を

実施する。特に「地域コミュニティの再生」、「地域間の連携と農山漁村地域の活性化」に

ついて研修を実施する。 

    (例) 「人口減少時代の子育て支援」など 

⑥ 新たな分野として消費者行政、地球温暖化、障害者福祉、青少年育成、生涯学習とスポー

ツなどにも研修分野を広げる。 

    (例) 「循環と共生の環境づくり～地域における地球温暖化対策～」、「地域における

障害者福祉」、「家庭・地域・学校との連携による青少年育成」など 

⑦ 地域振興の課目は「地域における企業誘致と起業」に内容を整理する。農山漁村地域の活

性化と地域間交流の課目を統合し、地域コミュニティの再生にも取り組む。 

⑧ さらに、真の地方自治を実現するためには、地方自治体への住民の信頼が不可欠であるた

め、公務員倫理の向上など、市町村職員への信頼向上に資する研修内容を盛り込むととも

に、応答・説明責任（アカウンタビリティ)や法令遵守（コンプライアンス）の向上、行政

の透明性の確保等に向けた研修を提供する。 

    (例) 「公正な職務執行と組織づくり～不当要求行為への対応、住民の目線に立った職

務の実施～」、「情報公開と個人情報保護」 

⑨ 住民の価値観や行政ニーズは多様化・複雑化により、行政が住民等と協働して地域の諸課

題に対応することが重要になっており、市町村職員に求められる実践的なスキル（例：プ
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レゼンテーション、ファシリテーション、コーチング等）の向上に資するような研修の充

実を図る。 

    (例) 「住民との連携による安心・安全なまちづくり」、「住民と行政の協働」、「住

民とのコミュニケーション」など 

 
(3) 新たな研修手法の導入等 

研修内容をより実践的なものとし、成果の一層の定着を図るため、講義や課題演習の実施に

加え、必要に応じ多様な研修手法（例：具体の事例・判例研究、ロールプレイング、e ラーニ

ングの一層の活用等）を導入するとともに、それらの研修手法の効果的な組み合わせを図る。 

(例) 事前学習として「法令実務」、「住民税課税事務」、「市町村税徴収事務」など

で e ラーニングを配信 

 
(4) 研修対象者の拡充 

① 地方分権の進展に伴い、議会への期待が高まっていることから、地方議会の議員を対象と

する一層効果的な研修の提供を図る。 

(例) 「市町村議会議員特別セミナー」、「市町村議会議員政策講座」 

② また、これまで主に中堅職員を対象とする研修を実施してきたが、市町村における自主的・

自立的な地域経営や総合行政をより一層推進するため、幹部職員を対象とする研修を充実

する。 

    (例) 「副市町村長特別セミナー」 

③ さらに、行政委員会の委員（監査委員等）については、今後、その重要性が増すと考えら

れることから、これら委員が、的確に職務を果たせるよう監査委員等に対する研修の実施

を図る。 

     (例) 「監査委員特別講座」 

④ 現在、住民自治の確立が重要な課題となっており、住民と行政の協働を積極的に進めるこ

とが、福祉、まちづくり等の多くの分野で望ましいと考えられることから、研修の内容に

より、また、ニーズに応じ、例えばＮＰＯや地域自治組織からの参加者を含む研修に取組

む。 

    (例) 「住民との連携による安心・安全のまちづくり」 

 
(5) 研修課程の再編成 

  従来の自治政策課題研修課程の名称を政策課題研修課程に改め、情報政策研修課程は政策課

題研修課程と統合する。このほか、幹部研修・行政委員会委員研修等は、特別セミナーに位置

付ける。（専門実務研修課程と政策課題研修課程の２課程＋特別セミナーとなる。） 

 
(6) 科目の再編成 

① 科目を、一定分野を実態に即し全般的内容を総合的に履修する 8 日間～10 日間（場合によ

っては 4 日間）の専門実務研修課程と、個別のテーマに絞って最新の知識を身につけ実践

に生かせるように履修する 4 日間（場合によっては 3 日間）の政策課題研修課程に再整理

し、研修生に実践的で応用のきく能力を身につけてもらうため、課題演習を必ず含むこと

にする。併せて、専門実務研修ではレポートの提出を修了の条件とする。 

② また、研修内容をより分かりやすく情報提供するため、各科目を政策マネジメント系、税

財政系、福祉環境系、まちづくり系の４系統に整理する。 

③ 基礎的科目について、その研修へのニーズ等を勘案しつつ、見直すこととする。 
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(7) 研修への協力 

市町村レベル及び都道府県レベルにおける市町村職員研修については、研修講師の紹介、ア

カデミーの研修カリキュラム内容の開示・広報、巡回アカデミーの実施など積極的な支援に努

める。 

 
(8) 広報の充実 

市町村アカデミーは機関誌アカデミアをはじめ、ホームページ、メールマガジンなどインタ

ーネットも積極的に活用するなど、活動内容の広報に努める。 

 
(9) 優秀レポートの選定 

レポートの提出をその修了条件としている科目にあっては、優秀作を機関誌「アカデミア」

に掲載するとともに、その中から年間優秀レポートを選定し、学長による表彰を行う。 

 
(10) 成績優秀者への資格の認定 

市町村アカデミーの研修修了者に対して、「地方自治制度（研修講師養成）」や「地方公務員

制度（研修講師養成）」の研修科目を修了し、講師として必要な知識及び技能を有すると認めら

れる者については、「自治体職員研修講師」として認定する。 

また、今後、例えば「人材育成と研修～人を育てる職場環境づくり～」研修科目などの研修

修了者のうち、特に優秀な者には市町村アカデミー認定の資格を付与するよう進めていく。 
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２ 研修の概要 

 

（１） 研修の概要 

平成21年度における研修科目、研修の目標及び内容、研修期間等（平成21年度研修計画科目一覧 参

照） 

○ 2研修課程の実施科目数、クラス数及び研修定員は、次のとおりとする。 

 

課 程 科 目 数 コース数※ 延べクラス数 延べ人数 

専門実務研修 36 60 78 3,600 

政策課題研修 27 31 33 1,330 

2課程合計 63 91 111 4,930 

平成20年度３課程合計 60 89 105 4,700 

※ コース数：研修科目の年間実施数 

例 「法令実務A」については、①組②組（５月12日～５月15日）と③組④組（11月17日～11月20日）の２コース（回）

実施となる 

 

○ 特別セミナーの実施回数及び研修定員は、次のとおりとする。 

 

名 称 回 数 延べ人数 

監査委員特別講座 ２ 100 

市町村長特別セミナー  ２ 160 

市町村議会議員政策講座 ２ 100 

市町村議会議員特別セミナー ３ 300 

副市町村長特別セミナー １  40 

「市町村の課題」戦略セミナー  必要に応じて実施 ― 

巡回アカデミー ３回 ― 

                   

 ○設定した研修定員の総計                       5，630人 

       （平成20年度に設定した研修定員の総計             5，217人） 

 

（注１）「市町村の課題」戦略セミナー及び巡回アカデミーの研修定員については、平成 21 年度に入り、研修内容等

に応じて決定する。 
 

      「市町村の課題」戦略セミナー ： 戦略的な政策課題に機動的に対処することをねらいとして実施する。 

       巡回アカデミー：これまで市町村アカデミー及び全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー）が

それぞれ別々に実施してきた「自治研修会」及び「巡回研修会」を、平成 21 年度か

ら全国市町村研修財団の事業として統合し、両アカデミーにおいてそれぞれ3回ずつ

実施するものである。 

  必要に応じＮＰＯ・地域自治組織等の参加も含む形で開催。 

  平成21年度研修計画大綱の「市町村アカデミー出前講座」から名称変更。 
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（注２）各研修科目の受講希望者数の動向に応じ、クラス数及び実施時期を調整すること等により、受講希望にでき

る限り応えることとする。また、上記のほか、当所と共同実施で全国市町村国際文化研修所において７科目（延

べ７クラス 350人）を実施する。 

 

（２） 平成21年度における新設科目等 

平成21年度は、次の表のとおり、専門実務研修課程に13科目、政策課題研修課程に15科目及び特別セ

ミナーに４講座を新設する。 

 

課程 科  目 日数・実施回数 （参考）旧科目等 

 
新 

政策企画 ～分権時代における自治体の政

策形成能力の向上～ 
８日間・２回実施 企画事務、変革の時代の政策 

新 法令実務A ～法務の基礎と実務～ ４日間・２回実施 入門・法令実務 

新 法令実務B ～法務の応用と実践～ 10日間・２回実施 法令実務 

新 
まちづくりのための政策形成と条例等（政策

法務） ～実践的政策法務能力の向上～ ８日間・２回実施 

＜実践的課題を実施＞
政策法務 

新 
豊かな市民生活のための政策形成と条例等

（政策法務） ～実践的政策法務能力の向上～ 

新 
組織マネジメント 

～活力あふれる職場をつくる～ 
８日間・１回実施 組織管理～職場の活性化～ 

新 
人材育成と研修 

～人を育てる職場環境づくり～ 
10日間・１回実施 研修事務 

新 
水道事業及び下水道事業の経営管理（上水道） 

～経営の効率化・健全化に向けて～ 
８日間・１回実施 水道事業の経営管理 

新 
水道事業及び下水道事業の経営管理（下水道） 

～下水道の適正な維持管理と企業会計の導入に向けて～ 
８日間・１回実施 下水道事業の経営管理 

新 
高齢者福祉と介護保険 

～公平なサービスを目指して～ 
８日間・２回実施 介護保険事務 

新 
防災と危機管理 

～住民視点での実践力の向上～ 
８日間・２回実施 

危機管理と災害に強い地域づ

くり 

新 
まちづくり 

～魅力ある都市づくりのための手法～ 
８日間・２回実施 魅力あるまちづくり 

新 観光戦略の実践と地域活性化 ※１ ８日間・２回実施 観光活性化の戦略 

 

新 自治体経営改革 Ⅰ新たな経営手法 ４日間・１回実施 自治体経営の改革 

集中改革！官と民の役割分担 

変革の時代の政策企画 

人事評価の実践 

集中改革！総人件費 

新 自治体経営改革 Ⅱ人事制度改革と人事評価 ４日間・１回実施 

新 自治体経営改革 Ⅲ行政改革と人件費改革 ４日間・１回実施 

政
策
課
題
研
修
課
程 

専

門

実

務

研

修

課

程
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新 

公正な職務遂行と組織づくり 

～不当要求行為への対応、住民の目線に立

った職務の実施～ 

４日間・１回実施 新分野 

新 住民の視点に立った消費者行政の展開 ４日間・１回実施 新分野 

新 使用料等の滞納債権の回収方法 ４日間・１回実施 新分野 

新 住民との連携による安心・安全のまちづくり ３日間・１回実施 

＜対象範囲の拡大＞ 

 地域において協働で防犯対

策を行っているボランティア

等の参加を含む 

 

 

新 
循環と共生の環境づくり 

～地域における地球温暖化対策～ 

４日間・１回実施 

 

新分野 

＜内容の重点化＞ 

「循環と共生の環境づくり」3

回実施のうち 1 回を地域にお

ける地球温暖化対策に重点化

新 
地域における障害者福祉 

～ネットワークと自立支援～ 
４日間・１回実施 新分野 

新 
家庭・地域・学校との連携による青少年育成

～社会が支える子どもたちの未来～ 
４日間・１回実施 新分野 

新 
生涯学習とスポーツによるまちづくり 

～学び合いからの地域振興～ 
４日間・１回実施 新分野 

新 電子自治体の推進と地域における情報政策 ４日間・２回実施 
電子自治体時代の情報政策 

電子自治体構築の情報技術 

新 
地域における企業誘致と起業 

～戦略と支援方策～ 
４日間・１回実施 地域経済の振興と雇用対策 

新 
地域間の連携と農山漁村地域の活性化 ※２

～ふるさとの再生～ 
４日間・１回実施 

農山漁村地域の活性化 

ふるさと回帰と地域間交流 

新 
地域コミュニティの再生 

～分権型社会の進展と住みよいまちづくり～ 
４日間・１回実施 

地域コミュニティの再生と暮

らしやすいまちづくり 

 

新 
市町村議会議員政策講座 

Ⅰ 行財政基本コース 

＜期間の増＞ 

 ３日間→４日間 

＜実施回数の増＞ 

1回実施→２回実施 

＜コースの新設＞ 

市町村議会議員政策集中講座 

新 
市町村議会議員政策講座 

Ⅱ 福祉コース・環境コース 

新 監査委員特別講座 
２日間・２回実施 

 

新分野 

監査委員を対象とする 

新 巡回アカデミー ※３  

自治研修会 

＜対象範囲の拡大＞ 

 必要に応じてＮＰＯ・地域自治

組織等の参加も含める 

政

策

課

題

研

修

課

程
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※１ 平成21年度研修計画大綱の「観光活性化の戦略」から名称変更 

※２ 平成21年度研修計画大綱の「ふるさとの再生～農山漁村地域の活性化～」から名称変更 

※３ 平成21年度研修計画大綱の「市町村アカデミー出前講座」から名称変更 

 

その他、研修実績に合わせ、定員・組数・実施回数・研修日数の変更を行っている。 

 

○ 廃止科目 

・ 合併後の市町村行政の課題と解決方策～組織・各種計画の見直し、人材育成等～ 

・ 市町村課長等特別セミナー 

 

（３） eラーニングの充実 

専門実務研修課程の次の科目において、当該科目受講の前提となる基本的知識の習得を目的として、数

時間程度のeラーニングによる事前学習を実施する。 

      ※１：平成20年度「入門・法令実務」に相当 

※２：平成20年度「法令実務」に相当 

 

研修開始の約１ヶ月前から受講できることとし、研修のインターネット利用環境がeラーニングの受講

に適さない時は、同内容のＣＤ―ＲＯＭを別途配付するので、事前学習はそれにより実施する。 

 

なお、法令実務Ｂ及び市町村税徴収事務のeラーニングコンテンツについては、同研修の受講者以外の

全国の市町村職員を対象として、インターネットによる配信を行うこととする。受講希望者は、市町村を

通じて申込を行うこととする。 

 

・ 法令実務Ａ（※１） 

・ 法令実務Ｂ（※２） 

・ 住民税課税事務 

・ 固定資産税課税事務（土地） 

・ 固定資産税課税事務（家屋） 

・ 市町村税徴収事務 
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（４）平成21年度研修科目一覧

Ⅰ　専門実務研修課程

研修の目標及び内容（注１参照）

秘書事務
　～分権時代の自治体秘書の役割～

自治体における秘書事務の役割、情報・日程の管理、来訪者への応対等の秘書事務の
基本に関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図
る。

政策企画　～分権時代における自治体
の政策形成能力の向上～

地方分権の進展に伴い、自治体においては、住民ニーズを把握し、地域の実情に即し
た政策の実現が求められおり、政策企画の立案に重点をおいた講義、演習等により、
分権時代における自治体の政策を企画立案することができる能力を養成する。

法令実務Ａ　～法務の基礎と実務～
法令実務についての経験が浅い職員を対象として、法令実務の基礎知識について学ぶ
とともに、条例、規則等の一部改正及び立案のうち、比較的軽易なものの立案・審査
ができるような専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図る。

法令実務Ｂ　～法務の応用と実践～

　　　＜JIAMと共同実施＞

地方分権の進展に伴い変わりつつある自治体法務の動向、法令の立案・審査に要する
体系的な知識､法令実務担当職員としての心構え等に関する講義、課題解決のための条
例立案・改正演習等により、立法技術についての専門的知識の習得及び実務遂行能力
の向上を図る。

研修科目

政

eラーニング

eラーニング

（注３参照）

（注３参照）

まちづくりのための政策形成と条例等
（政策法務）
　～実践的政策法務能力の向上～

地方分権の進展に伴い、自主的かつ個性的な自治体の政策推進が求められているが、
政策の立案及びその実現を図るために必要な能力を身につけるため、関連する制度や
技術を習得するとともに、政策を立案し、条例等を通じて具体化していくことを、講
義や演習等を通じて学び、実践的な政策形成能力の向上を図る。
この科目では、まちづくりの分野を対象とする。

豊かな市民生活のための政策形成と条
例等（政策法務）
　～実践的政策法務能力の向上～

地方分権の進展に伴い、自主的かつ個性的な自治体の政策推進が求められているが、
政策の立案及びその実現を図るために必要な能力を身につけるため、関連する制度や
技術を習得するとともに、政策を立案し、条例等を通じて具体化していくことを、講
義や演習等を通じて学び、実践的な政策形成能力の向上を図る。
この科目では、市民生活の分野を対象とする。

広報広聴
　～さらなるスキルアップを目指して
～

広報広聴の事務に関する課題、広報文章のポイント、写真撮影のポイント、広報誌等
のデザイン・レイアウト、住民意識調査等の基本事項について、広報広聴担当者とし
ての専門的知識の習得や実務遂行能力の向上を図る。

情報公開と個人情報保護
自治体の情報公開と個人情報保護をめぐる課題と動向、文書管理、情報セキュリティ
等に関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図る。

住民とのコミュニケーション
　～様々な場面で必要とされる能力の
向上～

話し方の技法、論理的思考力と説明能力の育成、効率的な会議運営の手法、クレーム
対応に関する講義、演習等により、自治体職員が住民と接する様々な場面で必要とさ
れる円滑なコミュニケーション能力の向上を図る。

住民と行政の協働
　～市民参加型社会に向けて～

市民参加型社会に向けて、地方分権の進展に伴う条例の役割の拡大、ボランティアや
ＮＰＯとの協働、ワークショップの活用による政策形成過程への住民参画、情報収集
や調査の技術等に関する講義、演習等により、住民と行政との協働を推進するに当
たっての諸課題に的確に対処することができる能力を養成する。

住民行政事務
　～住民満足度アップの窓口サービス
を目指して～

住民基本台帳事務、戸籍事務、印鑑登録事務等の住民行政事務について、制度をめぐ
る最新の動向や実務上の課題、プライバシー保護、住民対応等に関する講義､演習等に
より､専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図る。

策
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対象者 定員 クラス 研修期間 コース数 日数
申し込み
期限区分 科目受講上の留意事項（注２参照）

担当職員・係長級 60 ① ６月30日～７月３日 1 4 第3回

担当職員～課長補佐級
50
50

①
②

９月30日～10月７日
11月５日～11月12日

2 8
第6回
第7回

新設科目

担当職員・係長級
40
40

①②
③④

５月12日～５月15日
11月17日～11月20日

2 4
第2回
第7回

新設科目：基礎的な内容
カリキュラムは、法令立案・審査の経験がない者もしくは
少ない者を対象と想定して編成される。
法令実務経験が６ヶ月以上の者であっても法令立案・審査
の経験が不足していると思われる者は「法令実務A」の受
講が適していると考えられる。
（法令実務経験期間の基準日は、研修開始日とする）

受講者に対してｅラーニングによる事前学習を実施する。

担当職員～課長補佐級

50
50

①
②

☆

10月14日～10月23日
平成22年１月27日～２月５

日

☆JIAM  7月1日～7月10日

2 10

第6回
第8回

新設科目：実践的な内容
条例立案等の演習を行うので、法令実務経験６ヶ月以上又
はこれに相当する経験を有する者とする。
（法令実務経験期間の基準日は、研修開始日とする）
これまで法令実務A（旧「入門・法令実務」）を受講した
人は、法令実務Bの受講が適している。

条例制定・立案のテーマに関する事前学習を行う。
受講者に対してｅラーニングによる事前学習を実施する。

係長級～課長級 20 ① 平成22年１月13日～１月20日 1 8 第8回
新設科目
企画、都市整備、環境等の実際に政策立案に関わる担当課
の職員を想定している。

係長級～課長級 20 ① ９月30日～10月７日 1 8 第6回
新設科目
企画、福祉、消費者行政等の実際に政策立案に関わる担当
課の職員を想定している。

担当職員・係長級
50
50

①
②

11月25日～12月４日
平成22年１月27日～２月５

日
2 10

第7回
第8回

担当職員・係長級 40 ①② ９月２日～９月９日 1 8 第5回

担当職員・係長級
40
40

①
②③

６月17日～６月24日
９月２日～９月９日

2 8
第3回
第5回

係長級～課長級
40
40

①
②③

５月20日～５月27日
９月30日～10月７日

2 8
第2回
第6回

担当職員・係長級
50
50

①
②

10月14日～10月23日
12月９日～12月18日

2 10
第6回
第7回

実務に即した演習、意見交換等が設定されているので、住
民行政事務についてある程度の実務経験の蓄積、もしくは
地域における研修会への参加等により業務に関する基礎的
な知識を習得していることが望ましい。
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研修の目標及び内容（注１参照）研修科目

地方自治制度（研修講師養成）
自治体において地方自治制度に関する研修を行う講師の養成を目的として、地方自治
制度について体系的に学ぶとともに、研修講師として必要なレッスンプラン等の作
成、話し方等の研修技法に関する講義、演習及び模擬講義等を行う。

地方公務員制度（研修講師養成）
自治体において地方公務員制度に関する研修を行う講師の養成を目的として、地方公
務員制度について体系的に学ぶとともに、研修講師として必要なレッスンプラン等の
作成、話し方等の研修技法に関する講義、演習及び模擬講義等を行う。

人事管理
　～組織と人のマネジメントの向上～

公務員制度改革など人事管理をめぐる当面の課題、人事関連法令、人事評価制度、労
使関係、メンタルヘルス等に関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務
遂行能力の向上を図る。

組織マネジメント
　～活力あふれる職場をつくる～

職場のコミュニケーション、職員を指導・育成するための理論と技法、メンタルヘル
スマネジメント等、良好な職場環境の形成に関する講義と実習により、職場を活性化
し組織力を高める能力の向上を図る。

人材育成と研修
　～人を育てる職場環境づくり～

市町村における人材育成・能力開発の意義、研修を企画する際のポイント、様々な研
修技法等に関する講義、実習等により、研修担当職員としての専門的知識の習得及び
実務遂行能力の向上を図る。

ブラッシュアップ女性リーダー
自治体経営、人事管理、政策法務等の重要政策分野、リーダーとしての役割等行政全
般にわたり、女性職員を対象として、講義、演習等により、市町村における諸課題に

政
策
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
系

ブラッシュアップ女性リ ダ 般にわたり、女性職員を対象として、講義、演習等により、市町村における諸課題に
的確に対処することができる能力を養成する。

選挙事務

　　　＜JIAMと共同実施＞

選挙制度をめぐる諸問題、選挙執行の実務、政治活動と選挙運動等に関する講義、演
習等により、選挙事務の運営に必要な専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図
る。

監査事務
　～自治体の内部統制と監査能力の向上
～

監査事務に関する制度と実務、自治体財政健全化法への対応、監査事務と密接な関係
を有する行政評価、財務分析、住民訴訟、内部統制、今後の自治体監査の展望等に関
する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図る。

議会事務
　～分権時代の議会運営～

議会と地方分権との関わり､議会運営の実務と課題、議会の監視権、議会と住民参加等
に関する講義、演習等により、議会事務の運営に必要な専門的知識の習得及び実務遂
行能力の向上を図る。

財政運営
　～変革期の自治体財政運営～

地方財政をめぐる最新の動向と課題、行政評価と予算編成、自治体財政健全化法や公
会計制度改革への対応、第三セクターの経営管理等に関する講義、演習等により、専
門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図る。

財務会計　～実践公会計改革～

公会計制度改革の本格実施を迎え、財務会計に関する地方自治法その他の関係法令、
バランスシート等の活用による財務分析、契約と財産の実務、公金管理と資金運用、
財務監査等に関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上
を図る。

住民税課税事務

　　　＜JIAMと共同実施＞

住民税の課税担当職員を対象として、所得課税の理論、地方税法（総則及び住民税）
や所得税・法人税制度、所得決定の実務、税務情報公開とプライバシー、納税者との
応対等に関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図
る。

固定資産税課税事務（土地）

　　　＜JIAMと共同実施＞

土地に関する固定資産税の課税担当職員を対象として、資産課税の理論、土地評価実
務等に関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図
る。

税
財
政
系

eラーニング

eラーニング

（注３参照）

（注３参照）
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対象者 定員 クラス 研修期間 コース数 日数
申し込み
期限区分 科目受講上の留意事項（注２参照）

係長級～課長級
30
30

①
②

６月３日～６月12日
12月９日～12月18日

2 10
第2回
第7回

本科目を終了し、講師として必要な知識及び技能を有する
と認められる者については、「自治体職員研修講師」とし
て認定される。
限られた日程の中で、「自治体職員研修講師」認定のため
のカリキュラムが組まれるので、受講生には相応の負担と
なることを留意すること。
申込者多数の場合は、研修講師としての必要性も勘案して
受講者を決定する。

係長級～課長級
30
30

①
②

11月25日～12月４日
平成22年１月27日～２月５

日
2 10

第7回
第8回

本科目を終了し、講師として必要な知識及び技能を有する
と認められる者については、「自治体職員研修講師」とし
て認定される。
限られた日程の中で、「自治体職員研修講師」認定のため
のカリキュラムが組まれるので、受講生は十分な事前学習
が必要であることに留意すること。
申込者多数の場合は、研修講師としての必要性も勘案して
受講生を決定する。

担当職員～課長補佐級 40 ① ８月19日～８月28日 1 10 第4回

係長級～課長級 40 ① ６月17日～６月24日 1 8 第2回 新設科目

担当職員・係長級 40 ① ８月19日～８月28日 1 10 第5回
新設科目

特に優秀な者には、アカデミー認定の資格を付与する。

係長級～課長補佐
級 50

40
①

②③

５月20日～５月27日
平成22年１月13日～１月20 2 8

第2回
第8回（いずれも女性とす

る）
40 ②③

平成22年１月13日 １月20
日

2 8
第8回

担当職員～課長級
50 ①

☆

12月９日～12月18日

☆JIAM  11月５日～11月12日
1 8

第7回

担当職員～課長級 50 ①② 平成22年１月13日～１月20日 1 8 第8回

担当職員～課長級
50
50

①②
③

11月５日～11月12日
平成22年１月13日～１月20

日
2 8

第7回
第8回

受講者に対して事前学習を実施する。

担当職員～課長補佐級
50
60

①②
③

７月22日～７月31日
８月19日～８月28日

2 10
第4回
第5回

担当職員・係長級
60
60

①
②

９月２日～９月９日
11月５日～11月12日

2 8
第5回
第7回

担当職員・係長級

40・50
50
50

①②
③④
⑤⑥

☆

８月19日～８月28日
10月14日～10月23日
11月25日～12月４日

☆JIAM  7月22日～7月31日

3 10

第5回
第6回
第7回 受講者に対してeラーニングによる事前学習を実施する。

担当職員・係長級
60 ①②

☆

６月３日～６月12日

☆JIAM  7月1日～7月10日
1 10

第2回
受講者に対してeラーニングによる事前学習を実施する。
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研修の目標及び内容（注１参照）研修科目

固定資産税課税事務（家屋）
　　　＜JIAMと共同実施＞

家屋に関する固定資産税の課税担当職員を対象として、資産課税の理論、家屋評価実
務等に関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図
る。

市町村税徴収事務

　　　＜JIAMと共同実施＞

市町村税の徴収担当職員を対象として、地方税法総則や国税徴収法等の制度、財産の
調査・差押え等の実務、滞納整理事例等に関する講義、演習等により、専門的知識の
習得及び実務遂行能力の向上を図る。

水道事業及び下水道事業の経営管理
（上水道）
　～経営の効率化・健全化に向けて～

水道事業の現況、水道財政の概要、公営企業会計実務、経営分析、民間的経営手法、
料金決定等に関する講義、演習等により、水道事業の経営の効率化や健全化のために
必要な専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図る。

水道事業及び下水道事業の経営管理
（下水道）
　～下水道の適正な維持管理と企業会
計の導入に向けて～

下水道事業の現況、下水道財政の概要、公営企業会計、下水道使用料・受益者負担金
の算定と徴収、民間活用の動向と課題等に関する講義、演習等により、下水道事業の
経営の効率化や健全化のために必要な専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図
る。

病院事業の経営管理
　～自治体病院の経営改革を目指して～

病院現場の講師から学ぶ病院事業の経営分析、経営改善のポイントと具体例、事務職
員の役割、地域医療や自治体病院のあり方等に関する講義、演習等により、病院事業
の経営の効率化や健全化のために必要な専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を
図る。

地域福祉サービス　～住民との協働を
目指して～

各分野の地域福祉担当職員に共通するテーマを中心として、地域福祉をめぐる法制
度、福祉施策の動向と今後の展開、多様な専門職の協働、NPO・ボランティアとの協働
等に関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図る。

地域保健と住民の健康増進　～健康づ
地域保健と医療制度の現状と課題、今後の動向、健康づくりの計画の策定と推進、地
域保健と地域医療の連携 生活習慣病予防のための特定健診 保健指導の推進等に

税
財
政
系

福
祉
・
環
境

eラーニング

eラーニング

（注３参照）

（注３参照）

地域保健と住民の健康増進 健康
くりの計画と実践～

域保健と地域医療の連携、生活習慣病予防のための特定健診 ・ 保健指導の推進等に
関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図る。

高齢者福祉と介護保険
　～公平なサービスを目指して～

　　　＜JIAMと共同実施＞

高齢者に関する医療・社会保障制度の現状、介護保険制度の現状と課題、今後の動
向、サービスの質の向上、適切なケアプランの作成、介護予防、高齢者の権利擁護等
に関する講義、演習等により、専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図る。

循環と共生の環境づくり
　～実践的環境政策能力の向上～

環境政策の動向、地球温暖化対策、循環型社会の形成、森林等自然環境、環境と経
済、環境学習等に関する講義､演習等により､循環と共生の環境づくりをめぐる諸課題
に的確に対処することができる能力を養成する。

防災と危機管理
　～住民視点での実践力の向上～

地震や風水害等に備えた地域防災力の強化、災害発生時の対応、行政と住民・NPO等の
連携、災害図上訓練等に関する講義、演習等により、自治体における防災の強化と危
機管理に当たっての諸課題に対処することができる能力を養成する。

まちづくり　～魅力ある都市づくりの
ための手法～

景観や都市再生など、まちづくりに関わる様々な視点を取り上げ、都市計画のアプ
ローチや中心市街地の活性化、条例を活用したまちづくり、住民との協働による地域
づくりの手法等に関する講義、演習等により、地域の特性に応じた魅力あるまちづく
りを推進するに当たっての諸課題に的確に対処することができる能力を養成する。

観光戦略の実践と地域活性化　※１

観光立国の実現という基本政策を柱に、魅力ある観光地を形成するためのまちづく
り、地域ブランドの創造、マーケティング、人材育成、国際交流、環境保護との両
立、広報戦略等に関する講義により、必要な知識を身につけるとともに、「集客交流
プラン」を演習形式で作成することにより、観光の活性化を戦略的に進めるに当たっ
ての諸課題に的確に対処することができる能力を養成する。

※１「観光戦略の実践と地域活性化」は、平成21年度研修計画大綱の「観光活性化の戦略」から名称を変更しております。

◎　研修科目名の次にあるサブタイトルは、変更する場合があります。

☆　当所と共同で全国市町村国際文化研修所において実施する科目です。

ま
ち
づ
く
り
系

系
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17

対象者 定員 クラス 研修期間 コース数 日数
申し込み
期限区分 科目受講上の留意事項（注２参照）

担当職員・係長級

50
50

①②
③

☆

７月22日～７月31日
10月14日～10月23日

☆JIAM  8月26日～9月4日

2 10

第4回
第6回

受講者に対してeラーニングによる事前学習を実施する。

担当職員～課長補佐級

50
50
50
50
50

①
②
③

④⑤
⑥⑦

☆

６月３日～６月12日
７月22日～７月31日
11月25日～12月４日
12月９日～12月18日

平成22年１月27日～２月５日

☆JIAM  8月26日～9月４日

5 10

第2回
第4回
第7回
第7回
第8回

受講者に対してeラーニングによる事前学習を実施する。

担当職員～課長級 40 ①② 1 第3回 新設科目

担当職員～課長級 50 ① 1 第3回 新設科目

担当職員～課長級 40 ① ６月17日～６月24日 1 8 第3回

担当職員・係長級 50 ① ９月30日～10月７日 1 8 第6回

担当職員 係長級 50 ① ８月19日 ８月26日 1 8 第5回

8６月17日～６月24日

担当職員・係長級 50 ① ８月19日～８月26日 1 8 第5回

担当職員～課長補佐級

50
50

①
②

☆

11月５日～11月12日
平成22年２月17日～２月24日

☆JIAM  9月25日～10月２日

2 8

第7回
第9回

新設科目

係長級～課長級 40 ①② 平成22年２月17日～２月24日 1 8 第9回

担当職員～課長補佐級
30
60

①
②

５月20日～５月27日
平成22年２月17日～２月24日

2 8
第2回
第9回

新設科目

係長級～課長級
40
60

①
②

９月２日～９月９日
平成22年２月17日～２月24日

2 8
第5回
第9回

新設科目

係長級～課長級
60
60

①
②

５月20日～５月27日
９月30日～10月７日

2 8
第2回
第6回



Ⅱ 政策課題研修課程

研修の目標及び内容（注１参照）

これからの管理職
　～創造的行動力の発揮～

自治体の将来を担う管理職職員を対象として、市町村行政をめぐる重要課題、
部下職員の育成等に関する講義等により、これからの管理職職員に求められる
能力の増進を図る。

パワーアップ女性管理職
　～政策力と管理力の強化～

自治体の将来を担う女性の管理職職員を対象として､市町村行政をめぐる重要課
題、部下職員の育成等に関する講義、演習等により、管理職職員に求められる
能力の増進を図る｡

自治体管理職のための危機管理
　～多様な危機への対処術～

自治体の管理職職員を対象として､地域の総合的な災害対応能力の向上､事故･不
祥事その他の多様な危機への対処等に関する講義、演習等により､管理職職員に
求められる危機管理能力の増進を図る。

自治体経営改革　Ⅰ新たな経営手法
ＮＰＭや官と民の役割分担の考え方などについての最新の動向に関する講義と
演習により、効率的で質の高い行政を目指して自治体経営改革を進めるための
実践的な理論及び手法等を学ぶ。

自治体経営改革　Ⅱ人事制度改革と人
事評価

能力･実績を重視した人事管理、新たな人事評価システムの構築等に関する講義
等により、実効性の高い人事評価制度を構築し、これを運営するための実践的
な理論及び手法等を学ぶ。

自治体経営改革　Ⅲ行政改革と人件費
改革

行政改革、給与構造の抜本的な見直しや給与・定員管理の適正化等に取り組む
ための理論・手法、自治体による具体的事例に関する講義等により、市町村が
総人件費改革を進めるための実践的な理論及び手法等を学ぶ。

公正な職務遂行と組織づくり　～不当
要求行為への対応、住民の目線に立っ
た職務の実施～

行政対象暴力や不当要求行為への毅然とした対応を学ぶとともに、自治体の職
務に係るコンプライアンス（法令遵守）の確保など、公平・公正で、かつ住民
の目線に立った柔軟な行政サービスが提供されるように、必要な組織づくりや
職務の進め方を学ぶ。

住民の視点に立った消費者行政の展開

食の安全、振り込め詐欺等消費者としての住民が損害を被ることが増えてきて
いることから、行政機関の連携、被害の予防、啓発など、基礎自治体としての
市町村が住民の視点に立った消費者行政を進めるために必要な専門知識と手法
を学ぶ。

男女共同参画社会の構築
　～男女の人権と多様な生き方の尊重～

男女共同参画社会に関する施策の現状と課題、自治体や地域における男女共同
参画の取組、働く女性のための社会の仕組みと課題等に関する講義、演習等に
より、男女共同参画社会を構築するに当たっての諸課題に的確に対処すること
ができる能力を養成する。

第２期分権改革と税財政
　～中期プログラムと地方財政～

第２期地方分権改革の動向を踏まえつつ､分権時代にふさわしい地方財政制度の
あり方､地方税等の歳入確保方策､先進的な財政運営手法、自治体財政健全化法
への対応等に関する講義、演習等により、市町村が税財政運営において直面す
る課題に的確に対処する能力を養成する｡

使用料等の滞納債権の回収方法

小学校の給食費、公営住宅の賃借料、下水道料金、各種公の施設の使用料な
ど、租税債権以外の債権について保全・回収する方策、訴訟まで踏み込むべき
段階の見極め方など、市町村自らの努力で歳入を確保し得る債権の管理手法を
学ぶ。

住民との連携による安心・安全のまち
づくり

地域との協働、ボランティア等との連携を含む防犯対策等に関する講義、演習
等により、住民が安心して安全に暮らすことができるまちづくりを推進するに
当たっての諸課題に的確に対処することができる能力を養成する。

循環と共生の環境づくり　～ごみ減
量・リサイクルの実践～

ごみの有料化など経済的手法の導入や住民参加による市町村のごみ減量化、市
町村の分別収集の取組など、ごみ減量・リサイクルの推進に重点をおいた講
義、演習等により、循環と共生の環境づくりをめぐる諸課題に的確に対処する
ことができる能力を養成する。

循環と共生の環境づくり　～地域にお
ける地球温暖化対策～

「環境」と「経済」の調和と好循環を推進し、持続可能な社会を地球規模で実
現するため、地域における地球温暖化対策に重点をおいた講義、演習等によ
り、循環と共生の環境づくりをめぐる諸課題に的確に対処することができる能
力を養成する。

研修科目

政
策
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
系

税
財
政
系

福
祉
・
環
境
系

18



対象者 定員 クラス 研修期間 コース数 日数
申し込み
期限区分 科目受講上の留意事項（注２参照）

部課長級 50 ① 10月27日～10月29日 1 3 第6回

副市町村長・部課長級
（いずれも女性とす
る）

30 ① ６月30日～７月３日 1 4 第3回

係長級～課長級 50 ① 10月27日～10月29日 1 3 第6回

係長級～課長級 50 ①② ７月14日～７月17日 1 4 第3回 新設科目

係長級～課長級 40 ①② ９月15日～９月18日 1 4 第5回 新設科目

係長級～課長級 30 ① ８月４日～８月７日 1 4 第4回 新設科目

係長級～課長級 40 ① 11月17日～11月20日 1 4 第7回 新設科目

係長級～課長級 30 ① 11月17日～11月20日 1 4 第7回 新設科目

係長級～課長級 40 ① ４月21日～４月24日 1 4 第1回

係長級～課長級 30 ① ７月14日～７月17日 1 4 第3回

係長級～課長級 40 ① 平成22年３月２日～３月５日 1 4 第9回 新設科目

係長級～課長級 30 ① ６月30日～７月２日 1 3 第3回
新設科目
自治体から推薦を受けたＮＰＯや地域自治組織からの参加
も可能。

係長級～課長級 50 ① ５月12日～５月15日 1 4 第2回

係長級～課長級 50 ② ７月14日～７月17日 1 4 第3回 新設科目
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研修の目標及び内容（注１参照）研修科目

地域における障害者福祉
　～ネットワークと自立支援～

障害者自立支援法を軸とした障害者福祉施策の状況と展望、地域の住民や専門
機関等とのネットワーク、発達障害・精神障害等多様な障害者への支援、障害
者への相談支援や就労支援の実務、障害者の権利擁護等に関する講義・演習等
により、地域の連携と支え合いを基本とした障害者福祉をめぐる諸課題に、的
確に対処することができる能力を養成する。

人口減少時代の子育て支援
　～地域における新たな政策の実施～

少子化の現状と次世代育成支援、保育ニーズの多様化と今後のあり方、地域コ
ミュニティの役割、学童保育問題、仕事と家庭の両立を支援する環境づくりに
関する講義、演習等により、人口減少時代の子育て支援をめぐる諸課題に的確
に対処することができる能力を養成する。

人口減少時代の子育て支援　～児童相
談・家庭支援の実践～

市町村における児童相談等の初期窓口の役割や、個別事例に対し支援を行う役
割について、都道府県等関係機関との役割分担・連携、要保護児童対策地域協
議会、子育て支援事業等に重点をおいた講義、演習等により、人口減少時代の
子育て支援をめぐる諸課題に的確に対処することができる能力を養成する。

都市の地域福祉　～新しいセーフティ
ネットと自立支援～

生活保護制度の現状と課題、ホームレス対策・ニート問題など、新しいセーフ
ティネットと自立支援に関する講義、演習等により、都市の地域福祉をめぐる
諸課題に的確に対処することができる能力を養成する。

高齢時代の保健・医療　～地域医療と
医師確保対策～

高齢者の保健・保険制度の課題、地域における医療環境の整備、医師の確保、
医療の広域連携等に関する講義、演習等により、高齢時代の保健・医療をめぐ
る諸課題に的確に対処することができる能力を養成する。

高齢時代の保健・医療
　～地域における課題と実践～

国民健康保険等の医療保険制度の運営、老人医療、生活習慣病予防、介護予
防、在宅医療・ケア、地域における健康づくり事業等に関する講義、演習等に
より、高齢時代の保健・医療をめぐる諸課題に的確に対処することができる能
力を養成する。

家庭・地域・学校との連携による青少
年育成
　～社会で支える子どもたちの未来～

青少年をめぐる社会的問題が多様化・複雑化している状況を踏まえ、青少年の
健全育成と非行防止に関する施策の動向、携帯電話等のフィルタリングや裏サ
イト対策など有害情報等から青少年を守る対策、いじめ・虐待・引きこもり等
困難を抱える青少年への支援、思春期特有の問題への対処、青少年の居場所づ
くり等に関する講義・演習等により、家庭・地域・学校の連携を基礎とした効
果的な青少年育成のあり方を学び、諸課題に的確に対処することができる能力
を養成する。

地域文化の創造
～地域に根ざした文化の創造・発信と
自治体の役割～

地域に根ざした文化の創造・発信による地域づくりを進めるための文化資源の
掘り起こしの視点､地域文化の育成と自治体の役割、文化施設のマネジメント等
に関する講義等により、地域文化の創造をめぐる諸課題に的確に対処すること
ができる能力を養成する。

生涯学習とスポーツによるまちづくり
　～学び合いからの地域振興～

地域住民主体のスポーツ振興、公民館・図書館・コミュニティセンターなどの
施設の管理・運営、行政施策としての生涯学習支援の意義と考え方、学習支援
者の育成、住民との協働による学習環境の向上等に関する講義・演習等によ
り、住民の自発的な生涯学習振興による地域づくりをめぐる諸課題に的確に対
処することができる能力を養成する。

電子自治体の推進と地域における情報
政策

利便・効率・活力を実感できる電子自治体の実現に向け、ＩＴを活用した自治
体の経営改革、ネットワークを活用した行政サービスの充実、ＩＣカードの活
用と電子認証、セキュリティ等に関する講義、演習等により、電子自治体の推
進と地域における情報政策を推進するために必要な能力を養成する。

地域ブランドの創造
　～実践的な理論とスキルを学ぶ～

地域ブランドによるまちづくり、地域ブランドの開発・育成からマネジメント
までの手法に関する講義、演習等により、地域ブランドの創造と活用のための
実践的な理論及び手法等を学ぶ。

地域における企業誘致と起業
　～戦略と支援方策～

企業の生産拠点や販売拠点等を地域に誘致するために必要な戦略や、起業を支
援する方策等に関する講義、演習等により、産業育成と雇用の促進を通じて地
域の活性化を図るための諸課題に的確に対処できる能力を養成する。

ま
ち
づ
く
り
系

福
祉
・
環
境
系
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対象者 定員 クラス 研修期間 コース数 日数
申し込み
期限区分 科目受講上の留意事項（注２参照）

係長級～課長級 40 ① ９月15日～９月18日 1 4 第5回 新設科目

係長級～課長級 30 ① ９月15日～９月18日 1 4 第5回

係長級～課長級 60 ② 平成22年３月２日～３月５日 1 4 第9回

係長級～課長級 40 ① ５月12日～５月15日 1 4 第2回

係長級～課長級 30 ① ８月４日～８月７日 1 4 第4回

係長級～課長級 50 ② 平成22年３月２日～３月５日 1 4 第9回

係長級～課長級 30 ① ８月４日～８月７日 1 4 第4回 新設科目

係長級～課長級 40 ① ６月30日～７月３日 1 4 第3回
主として、各自治体において文化行政の担当となった一般
事務職の職員を想定している。

係長級～課長級 30 ① ７月14日～７月17日 1 4 第3回 新設科目

係長級～課長級
30
30

①
②

４月21日～４月24日
11月17日～11月20日

2 4
第1回
第7回

新設科目

係長級～課長級 60 ① ５月12日～５月15日 1 4 第2回

係長級～課長級 40 ① ８月４日～８月７日 1 4 第4回 新設科目
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研修の目標及び内容（注１参照）研修科目

地域間の連携と農山漁村地域の活性化
～ふるさとの再生～　※２

農山漁村地域の様々な視点による活性化、産業おこし、マーケティング、過疎
対策と集落の再生、都市と農山漁村との交流などの多様な取組、人材育成等に
関する講義、演習等により、ふるさと再生に当たっての諸課題に的確に対処す
ることができる能力を養成する。

地域コミュニティの再生
　～分権型社会の進展と住みよいまち
づくり～

地域コミュニティをめぐる現状と課題、コミュニティの再生に向けた支援のあ
り方、コミュニティ・ビジネスやITを通じた地域の活性化等に関する講義、演
習等により、暮らしやすいまちづくりを形成するための諸課題に、的確に対処
することができる能力を養成する。

中心市街地の再生とこれからのまちづ
くり　～街中の賑わいと暮らしやすさ
のために～

街中の賑わいの確保や暮らしやすさの向上、経済活性化等の方策、コンパクト
シティの理論と実践に関する講義、演習等により、中心市街地の再生やこれか
らのまちづくりを推進するに当たっての諸課題に的確に対処することができる
能力を養成する。

まちづくりと都市交通政策
　～ソフト・ハードの実践的政策～

中心市街地活性化、環境対策、ユニバーサルデザイン等のソフト・ハードの都
市交通政策に関する講義、演習等により、まちづくりと一体となった都市交通
政策を推進するために必要な能力を養成する。

※２　「地域間の連携と農山漁村地域の活性化～ふるさとの再生～」は、平成21年度研修計画大綱の「ふるさとの再生～農

◎　研修科目名の次にあるサブタイトルは、変更する場合があります。

ま
ち
づ
く
り
系
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対象者 定員 クラス 研修期間 コース数 日数
申し込み
期限区分 科目受講上の留意事項（注２参照）

係長級～課長級 40 ① ９月15日～９月18日 1 4 第5回 新設科目

係長級～課長級 50 ① ７月14日～７月17日 1 4 第3回 新設科目

係長級～課長級 40 ① 平成22年３月２日～３月５日 1 4 第9回

係長級～課長級 40 ① ９月15日～９月18日 1 4 第5回

山漁村地域の活性化～」から名称を変更しております。
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Ⅲ 特別セミナー

研修の目標及び内容（注１参照）

首
長

市町村長特別セミナー
市町村の行財政運営をめぐる重要課題と対応方策､わが国の経済社会の動向と自
治体経営のあり方、地域経営改革、地域社会に関わりのあるテーマ等について
の著名講師等による講演等

副
首
長

副市町村長特別セミナー
市町村の行財政運営をめぐる重要課題と対応方策、首長を補佐するトップマネ
ジメントのあり方等についての著名講師等による講演等

市町村議会議員政策講座　Ⅰ行財政基本
コース

市町村における重要な政策課題の基本について、講演や意見交換等により4日間
で集中的に学ぶ講座

市町村議会議員政策講座　Ⅱ福祉コー
ス・環境コース

市町村における重要な政策課題について、４日間で集中的に学ぶ講座。基調講
演の後、福祉コースと環境コースの２つの分科会に分かれての意見交換等を行
う。

市町村議会議員特別セミナー（市議）
市の行財政をめぐる重要課題、地方自治をとりまく環境の変化と最新の動向、
地域振興のための諸方策等についての著名講師等による講演等

市町村議会議員特別セミナー（町村議）
町村の行財政をめぐる重要課題、地方自治をとりまく環境の変化と最新の動
向、地域振興のための諸方策等についての著名講師等による講演等

行
政
委
員
会

監査委員特別講座
市町村財務のチェック機関である監査委員について、制度及び役割、公会計改
革や地方分権改革等の重要課題について、講演や意見交換等により２日間で集
中的に学ぶ講座

「市町村の課題」戦略セミナー
市町村が直面する戦略的な政策課題をテーマとして設定し､これらに的確に対処
するための実践的な知識の習得を図る。

巡回アカデミー　※３
地域における課題や自治体職員の地方行財政制度と運用についての能力向上を
図るために、講演や講義・演習等で必要な知識の習得を図る。

※３　「巡回アカデミー」は、平成21年度研修計画大綱の「市町村アカデミー出前講座」から名称変更しております。

◎　研修科目名の次にあるサブタイトルは、変更する場合があります。

注１　研修の内容については、当該科目に係る直近の状況変化等に対応するため、一部変更する場合がある。
　　 また、各研修科目とも、それぞれの専門的事項についての研修以外に、地方行政の課題、社会経済問題、芸術文化等に
　　関する講演等幅広い知識、教養を身につけさせる時間もできるかぎり設けるようにする。
注２　各科目の「科目受講上の留意事項」に記載されている要件に該当しない者で、当該団体の業務運営等の必要上どうして
　　も受講させる必要があるものについては、予め個別にご相談いただきたい。
注３　当該科目受講の前提となる基本的知識の習得を目的として、数時間程度のeラーニングによる事前学習を実施する。
    研修開始の約1ヶ月前から受講できることとし、研修生のインターネット利用環境がeラーニングの受講に適さないとき
　 は、同内容のCD-ROMを別途配付する。

議
員

研修科目

そ
の
他
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対象者 定員 クラス 研修期間 コース数 日数
申し込み
期限区分 科目受講上の留意事項（注２参照）

市町村長又は代理の副市町村長
80
80

①
②

４月13日～４月14日
平成22年１月７日～１月８日

2 2
第1回
第8回

副市町村長 40 ① 10月27日～10月28日 1 2 第6回

市町村議会議長又は議長が指名する議員 50 ① ８月４日～８月７日 1 4 第4回 新設講座

市町村議会議長又は議長が指名する議員 50 ② 11月17日～11月20日 1 4 第7回 新設講座

市議会議長又は議長が指名する議員
70
100

①
②

４月16日～４月17日
７月７日～７月８日

2 2
第1回
第3回

町村議会議長または議長が指名する議員
30
100

①
③

４月16日～４月17日
平成22年２月９日～２月10日

2 2
第1回
第8回

監査委員
50
50

①
②

10月27日～10月28日
平成22年３月９日～３月10日

2 2
第6回
第9回

新設講座

市町村職員等

新設講座



 

３ 研修受講及び特別セミナー参加の手続 

（１）申込方法 

  ① 市町村は、申込期限までに必ず到着するよう、市町村アカデミーあてに、直接申込みを行う。 

   研修受講又は特別セミナー参加（町村議会議員特別セミナー及び巡回アカデミー参加の申込みを除く）

の申込みは、ホームページからの電子申込みによる方法(平成 21年 2月 23日(月)より申込可能)と「申

込書」を郵便又はＦＡＸで送付する方法のいずれかにより行う。 

 

＜ホームページからの申込みの方法＞ 《平成21年2月23日(月)より申込可能》 

市町村アカデミーのホームページ（ＵＲＬは http://www.jamp.gr.jp）からの「研修受講電子申込」

サイトの電子申込専用ページにＩＤとパスワードを入力して、申込書のページ（、ページ等参照）に

入り、画面の指示に従って所定の事項を入力し、送信。 

    （電子申込みの利用方法） 

ⅰ 市町村アカデミーのホームページのトップページ（URLは http://www.jamp.gr.jp）にある 

「研修受講電子申込」のサイトに入る。 

ⅱ 電子申込専用ページにＩＤ、パスワード（各自治体研修担当課に送付済み）を入力し、ログイン。 

ⅲ 画面に従い、申込みをしたい研修課程と研修科目を選択。 

ⅳ ６桁の市区町村コードを入力の後、表示された団体名を確認し、申込書のページに進む。 

ⅴ 申込書に必要事項を入力し、内容を確認し、送信する。 

（※通信回線には、セキュリティの観点からＳＳＬ通信を利用。） 

ⅵ 受付確認のメールが、申込書に入力したメールアドレスに返信される。 

ⅶ 完了（受講決定通知は後日郵送される。） 

 

＜郵便又はＦＡＸによる申込みの方法＞ 

研修受講は別紙様式１（ ページ）により、特別セミナー参加は別紙様式 2（ ページ）により、そ

れぞれ申し込むものとする。（様式１、様式２は、アカデミーホームページにてダウンロードが可能） 

また、「市町村の課題」戦略セミナー参加の申込様式については、研修内容等の詳細が決まり次第別

途通知することとする。 

 （郵送及びＦＡＸ送信先） 

〒261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田１丁目１番 市町村アカデミー研修部 FAX:043-276-8484 

      ※封筒には「研修受講申込書在中」（朱書き）と記載する。 

 

 ② 市町村議会議員特別セミナー（町村議会議員対象のもの）及び巡回アカデミー については、①にかか

わらず、次のとおりとする。 

ア 市町村議会議員特別セミナー（町村議会議員対象のもの）は、全国町村議会議長会の定めるところ

により、都道府県町村議会議長会で取りまとめの上、全国町村議会議長会を経由して、市町村アカデ

ミーあてに申し込むものとする。 

イ 巡回アカデミーについては、共同開催する都道府県の市町村振興協会の案内により申し込むものと

する。 
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申 込 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※巡回アカデミーは上記によらない申込方法とする。（（１）②参照）  

 
 

（２）申込期限 

   研修受講又は特別セミナー参加（「市町村の課題」戦略セミナー及び自治研修会参加の申込みを除く）の

申込みは、９回に分けて受け付けるものとする。（巻末の研修日程一覧表参照） 

   なお、４月～７月の間に開講するクラスについては、締切日までに受講者の氏名が決まっていない場合

は、科目名及び人数のみで受け付けることとし、氏名については研修開講２週間前までに連絡すること。 

 

区分 申込期限 申込みの対象となる研修科目、クラス、セミナー及び講座 

第１回 21.３.19（木） ４月に開講する２科目、２クラス、２セミナー 

第２回 21.４.16（木） ５月及び６月３日に開講する11科目、13クラス 

第３回 21.５.14（木） ６月17日、７月７日及び14日に開講する14科目、16クラス、２セミナー

第４回 21.６.18（木） ７月22日及び８月４日に開講する６科目、９クラス、１講座 

第５回 21.７.９（木） ８月19日９月２日及び15日に開講する14科目、18クラス 

第６回 21.８.13（木） ９月30日及び10月に開講する12科目、14クラス、１講座 

第７回 21.９.17（木） 11月及び12月に開講する15科目、19クラス、１講座 

第８回 21.11.26（木） 22年１月に開講する８科目、11クラス、２セミナー 

第９回 21.12.17(木） 22年2月17日及び3月2日に開講する８科目、９クラス、１講座 

市 町 村 

市議会（議員）

全国町村議会議長会 

都道府県町村議会議長会 

 

 

町村議会（議員）

 
 
 
 
 

市 

町 

村 

ア 

カ 

デ 

ミ 

｜ 

電子申込み、郵送、ＦＡＸ 

電子申込み、郵送、ＦＡＸ 

（市町村議会議員特別セミナー（町議）対象のもの）

電子申込み、郵送、ＦＡＸ 

（市町村議会議員政策講座） 
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（３）申込み上の留意事項 

   各研修科目について示している「研修対象者」は、市町村アカデミーにおいて当該科目の内容に応じて

想定した職位であり、市町村においては、これを踏まえた上での申込をお願いする。 

ただし、特に希望する場合には、該当しない職位の職員についても、相談の上、申込みをすることがで

きる。 

 

（４）受講者等の決定及び通知 

① 市町村アカデミーは、当該研修科目の開講日前 30 日頃までに、受講者又は参加者を決定し、その結

果を関係の市町村、都道府県町村会及び各都道府県の市町村振興協会等に通知するものとする。 

  ② 市町村アカデミーは、研修受講又は特別セミナー参加の希望が定員を超える場合においては、公正な

基準に基づいて受講者又は参加者の選定を行うものとする。なお、合併関係市町村の職員の受講に配慮

する。 

  ③ 市町村アカデミーは、受講者又は参加者と決定された者に対して、研修受講等のための準備に必要な

資料等を送付するものとし、受講者又は参加者は、必要な書類等を市町村アカデミーに提出するものと

する。 
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４ 研修受講及び特別セミナー参加に要する経費 

 

（１）研修生受講経費 

   研修生を派遣する市町村は、研修受講に伴う費用として、下記の金額以内で受講決定通知書

に表示する額を入寮日 10 日前までに、団体名（市町村名等）で市町村アカデミーに払い込む

ものとする。 

 

区  分 
研    修    期    間 

２日間 ３日間 ４日間 ８日間 10日間 

①研 修 費 

②食    費 

③研修生活動費 

小計（①＋②＋③） 

④教材用図書費 

2,400円 

4,000円 

6,000円以内 

12,400円以内 

実  費 

3,600円 

6,000円 

6,000円以内 

15,600円以内 

実  費 

4,800円 

8,000円 

6,000円以内 

18,800円以内 

実  費 

9,600円 

16,000円 

6,000円以内 

31,600円以内 

実  費 

12,000円 

20,000円 

6,000円以内 

38,000円以内 

実  費 

 

 

  ① 研修費 

    研修の実施に要する経費の一部に充てるものである。 

  ② 食費 

    研修期間中における研修生の基準食費である（研修生には、同額のプリペイドカードが交

付されるので、これにより館内の食堂で食事をするものとする）。 

  ③ 研修生活動費 

    研修生のグループ討議、レポート作成等のための資料収集、会議等に要する費用、施設見

学等に要する費用、集合写真代等研修期間中における研修生の行事、諸活動等に要する費

用である。 

  ④ 教材用図書費 

    教材として用いる市販の図書等の購入に要する実費である（該当する研修科目については、

研修受講者の決定通知と併せてその旨を通知するものとする）。 

 

（２）特別セミナー参加経費 

  ① 特別セミナー（市町村長、市町村議会議員、副市町村長の各特別セミナー）に参加するた

めの費用として、10,000 円（宿泊費、食費等を含む）を入所日 10 日前までに、団体名（市

町村名等）で市町村アカデミーに払い込むものとする。 

  ② 市町村議会議員政策講座、「市町村の課題」戦略セミナーの参加経費については、研修内容

の詳細が決まり次第、別途通知する。 

 

（３）留意事項 

上記（１）及び（２）の経費には、市町村等と市町村アカデミーの間の往復に要する交通

費は、含まれていない。 

（注） 

『３研修受講及び特別セミナー参加の手続』及び『４研修受講及び特別セミナー参加に要する

経費』については、全国市町村国際文化研修所において実施される当所と共同での研修に関して

は、全国市町村国際文化研修所の「平成21年度募集要綱」によるものとする。 

また、政策課題研修課程「観光戦略の実践と地域活性化」については、財団法人日本離島セン

ターの「離島市町村等職員研修」として参加する場合には、同センターの定める申込方法による

ものとする。 
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研 修 受 講 申 込 書 
様式１ 

研修課程 
 

 
（□にレ点を付すこと） 

□ １ 専門実務研修 

 

□ ２ 政策課題研修 

研修科目名

研修期間 年 月 日から  年 月 日まで 

市区町村 

コード番号 

（※１） 

      （

研

修

担

当

課

） 

所

在

地

等 

〒 

 

 

 

 

 

電 話（       （直通）  ）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（            ）

団

体

名 

都道府

県 名 

 

名 称 

 

受

講

職

員 

フリガナ 
 

昭和・平成 年 月 日生（満 歳）

氏 名 

（□男 □女）

所

属

部

課

 
補

職

名 

 

受講科目に関係する職務の通算経験年月数 

               （研修開始日現在）
年 か月 

過去に受講の申込をしたが、受講ができなかった科目名

及び実施年月 

科

目

名

 

年 

 

月 

年   月 

当研修所での受講経験の有無 （□有（  年度）  □無 

 

上記のとおり研修の受講申込みをします。 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

任命権者 

職氏名 

 

研修担当部課： 

担当者職氏名： 

 

 

 

市町村職員中央研修所学長     殿 

（※１）全国市町村要覧に記載されているコード（６ケタ）と同じものである。 

 

この申込書でご提供いただいた個人情報は、今回の研修実施及び今後の研修のために使用します。 
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様式２ 

特 別 セ ミ ナ ー 参 加 申 込 書 

科 目 

該当する番号の□に 印（レ点）を付けてください。 

□ １．市町村長特別セミナー 

□ ２．市町村議会議員政策講座 

□ ３．市町村議会議員特別セミナー＜市議＞ 

□ ４．市町村議会議員特別セミナー＜町村議＞ 

□ ５．副市町村長特別セミナー 

時 期 年  月  日から  年  月  日まで 

市区町村 
コード番号（注） 

      （

研

修

担

当

課

）

所

在

地

等

〒 

 

 

 

 

 

電 話（       （直通）  ）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（            ）

団 体 名 

都道府県名

 

市町村名 
 

参

加

者 

フリガナ  
□大正  

□昭和  年   月   日生（満  歳）

□平成 

氏 

 

名 

（□男 □女） 

職 名 

該当する番号の□に 印（レ点）を付けてください。 

□ １．市町村長特別セミナー        （□長 □副市町村長） 

□ ２．市町村議会議員政策集中講座     （□議長 □副議長 □議員） 

□ ３．市町村議会議員特別セミナー＜市議＞ （□議長 □副議長 □議員） 

□ ４．市町村議会議員特別セミナー＜町村議＞（□議長 □副議長 □議員） 

□ ５．副市町村長特別セミナー 

過 去 の 参

加 の 有 無 

該当する番号の□に 印（レ点）を付けてください。 

□ １．以前特別セミナーに参加したことがある。（ 回） 

□ ２．今回、初めて参加する。 

 

上記のとおり特別セミナーの参加申込みをします。 

 

平成    年    月    日 

 

□（市・区・町・村）長 

□（市・区・町・村）議会議長 

 

氏  名 

 

担 当 部 課 ： 

担当者職氏名： 

市町村職員中央研修所学長    殿 

 
（注）１．該当する番号の□に 印（レ点）を付けること。 

２．市区町村コード番号は、全国市町村要覧に記載されているコード（６ケタ）と同じものである。 

この申込書でご提供いただいた個人情報は、今回の研修実施及び今後の研修のために使用します 
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（参考）ホームページ申込み画面 

特別セミナー（市町村長特別セミナー、副市町村長特別セミナー、市議会議員特別セミナー、

市町村議会議員政策講座） 

 

＜例 平成 20 年度画面＞ 
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（参考）ホームページ申込み画面 

一般研修（専門実務研修課程、政策課題研修課程） 

 

＜例 平成 20 年度画面＞ 
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（参考）

21年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

第１回申込分

3/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

専 ①② 専 ①

第２回申込分 政 専 ①

専 ①

4/16 政 専 ①

政

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

専 ① 専 ① 専

専 ①② 専 ① 政

専 ① 専 ①② 政

専 ①

専 ①

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

第３回申込分 専 ①②

専 ①②

5/14 専 ②

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

第４回申込分 専 ①

専 ③

6/18 専 ①②

専 ①

専 ①

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

専 ①② 専

第５回申込分 専 ②③ 専

専 ① 専

7/9 専 ① 専

専

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

専 ①

第６回申込分 専 ①

②③ 専 ③④

8/13 専 ③

②

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

専 専

第７回申込分 専 ①② 専

専 ② 専

9/17 専 ① 専

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

① 専 ②

① 専 ②

⑤⑥ 専 ①

③ 専 ④⑤

22年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

専 ① 専

第８回申込分 専 ②③ 専

専 ①② 専

11/26 専 ③ 専

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

② 専 ②

② 専 ①②

② 専 ②

⑥⑦ 専 ②

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

第９回申込分

12/17締切り

専＝専門実務研修課程 政＝政策課題研修課程
（注）（ＪＩＡＭ） とあるのは、当所と共同実施により全国市町村国際文化研修所が行う科目を示し、これらの申込締切は同研修所の定めるところによる。

地 方 自 治 制 度 ( 研 修 講 師 養 成 )

組 織 マ ネ ジ メ ン ト

循環と共生の環境づくり①
～ごみ減量・リサイクルの
実践～

都市の地域福祉～新しい
セーフティネットと自立支
援～①

地 域 ブ ラ ン ド の 創 造 ①

固 定 資 産 税 課 税 事 務 （ 家 屋 ）

観 光 戦 略 の 実 践 と 地 域 活 性 化

 政　高齢時代の保健・医療②

　政　使用料等の滞納債権の
       回収方法①

徴 収 事 務

  政 人口減少時代の子育て支援②
     ～児童相談・家庭支援の実践～

病 院 事 業 の 経 営 管 理

水 道 事 業 及 び 下 水 道 事 業 の 経 営 管 理 （ 下 水 ）

秘 書 事 務 ①

住民との連携に
よる安心・安全の
まちづくり①

パワーアップ女性管理職①

地 方 公 務 員 制 度

広 聴

（ Ｊ Ｉ Ａ Ｍ )

政　公正な職務遂行と組織づくり
    ～不当要求行為への対応、住民の
   目線に立った職務の実施～①

住 民 税専 法 令 実 務 A ③ ④

 政　自治体経営改革Ⅰ
　 新たな経営手法①②

政 第 ２ 期 分 権 改 革 と 税 財 政 ①

市 町 村 税

議 会 事 務

住 民 税 課 税 事 務 （ Ｊ Ｉ Ａ Ｍ ）

行財政基本コース

固 定 資 産 税 課 税 事 務 （ 土 地 ） ( J I A M )

政　住民の視点に立った
   消費者行政の展開①

選 挙 事 務 ( J I A M )

福祉コース・環境コース

政 電 子 自 治 体 の 推 進 と
地 域 にお け る 情 報 政 策 ②

制 度 （ 研 修 講 師 養 成 ）

市 町 村 長

特別セミナー②

地 方 公 務 員

市 町 村 税

ブ ラ ッ シ ュ ア ッ プ 女 性 リ ー ダ ー

議 会 事 務

法 令

広 報

平成21年度研修計画　研修日程一覧表

住 民 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

水 道 事 業 及 び 下 水 道 事 業 の 経 営 管 理 （ 上 水 ）市 町 村 税 徴 収 事 務

固 定 資 産 税 課 税 事 務 （ 土 地 ）

防 災 と 危 機 管 理

ブ ラ ッ シ ュ ア ッ プ 女 性 リ ー ダ ー

法令実務A 住 民 と 行 政 の 協 働

特別セミナー①特別セミナー①

市 町 村 長

高 齢 者 福 祉 と 介 護 保 険

市 町 村 税 徴 収 事 務

政　自治体経営改革Ⅱ  人事
     制度改革と人事評価①②

 政　男女共同参画社会の構築①

人 事 管 理

8
　
　
月

 政　電子自治体の推進と
      地域における情報政策①

5
　
　
月

6
　
 

月

7
　
　
月

財 政 運 営

4
　
　
月

市町村議会議員

住 民 税 課 税 事 務

9
　
　
月

２
　
　
月

３
　
　
月

　
　
月

１
　
　
月

　
　
月

 
 

月

まちづくりのための政策形成と条例等（政策法務）

循 環 と 共 生 の 環 境 づ く り

防 災 と 危 機 管 理

まちづくり～魅力ある都市づくりのための手法～

監 査 事 務

政　これからの管理職①

住 民 税 課 税 事 務

住 民 行 政 事 務

地域保健と住民の健康増進～生活習慣病の予防～

固 定 資 産 税 課 税 事 務 （ 家 屋 ）

法 令 実 務 Ｂ ( J I A M )

地域文化の創造①

財 政 運 営

人 材 育 成 と 研 修

政　循環と共生の環境づくり②
　～地域における地球温暖化対策～

( 研 修 講 師 養 成 )

選 挙 事 務

まちづくり～魅力ある都市づくりのための手法～

市 町 村 税 徴 収 事 務

政策企画～分権時代における自治体の政策形成能力の向上～① 法 令 実 務 B

（ Ｊ Ｉ Ａ Ｍ ）
（ Ｊ Ｉ Ａ Ｍ ）

市町村議会議員政策講座Ⅱ

実 務 B

広 聴

徴 収 事 務

課 税 事 務

地 方 自 治 制 度 （ 研 修 講 師 養 成 ）

監 査 委 員
特 別 講 座 ②

政　地域における障害者福祉①

高 齢 者 福 祉 と 介 護 保 険

広 報政策企画～分権時代における自治体の政策形成能力の向上～②

市 町 村 税 徴 収 事 務

 政　中心市街地の再生と
     これからのまちづくり①

市町村議会議員
特別セミナー②

市町村議会議員
特別セミナー③

地 域 福 祉 サ ー ビ ス
～ 住 民 と の 協 働 を 目 指 し て ～ ①

高 齢 者 福 祉 と 介 護 保 険

財 務 会 計 ～ 実 践 公 会 計 改 革 ～

住 民 行 政 事 務

観 光 戦 略 の 実 践 と 地 域 活 性 化

住 民 と 行 政 の 協 働

政

豊 か な 市 民 生 活 の た め の 政 策 形 成 と 条 例 等 （ 政 策 法 務 ） ①

固 定 資 産 税 課 税 事 務 ( 家 屋 )

情 報 公 開 と 個 人 情 報 保 護

住 民 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

財 務 会 計 ～ 実 践 公 会 計 改 革 ～

市町村議会議員政策講座Ⅰ

締切り

締切り

締切り

締切り

締切り

締切り

締切り

10

11

12

締切り

 政　  生涯学習とスポーツに
        よるまちづくり①

 政　家庭・地域・学校との
　　　連携による青少年育成①

 政　自治体経営改革Ⅲ
　　 行政改革と人件費改革①

 政　地域における企業誘
     致と起業①

政　地域間の連携と農山漁村地域の
　　　活性化～ふるさとの再生～①

政　人口減少時代の子育
　　て支援①

政　自治体管理職の

   ための危機管理①
監査委員特別講座①

副市町村長
特別セミナー①

 政　 地域コミュニティの再生①

政　まちづくりと都市交通政策①

 政 高齢時代の保健・医療①
～地域医療と医師確保対策～



 

全国市町村研修財団 

マイクロバス（24 人乗り）
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この印刷物は再生紙と環境にやさしい大豆油インクで作られています。 
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